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１．はじめに 

⑴立地適正化計画の目的 

上越市立地適正化計画（以下「計画」という。）では、今後予測される大幅な人口減少に対し

て、住み続けられるまちを維持するため、誘導重点区域の人口増加と居住誘導区域への緩やかな

人口集約を目指すこととしています。 

このことから、上越市では計画を推進するため、都市機能誘導区域内への都市機能誘導施設の

誘導とあわせ、人口減少の著しい誘導重点区域を中心に施策を実施し、住環境改善・まちの魅力

向上、居住の誘導促進等により、効果的に人口密度の維持・向上を図ります。 

 

 

⑵施策集の位置付け 

本施策集は、計画を推進するための施策をとりまとめるとともに、施策の有効性を確認するた

めの進捗管理の実施方法等について定めたものです。 

 

 

 

 

    

  

上越市総合計画 

総合計画に即して作成される計画 

上越市都市計画 
マスタープラン 

 

土地利用や道路・公園をはじめと 

する都市施設など・都市づくりの 

基本方針 

【関連計画】 

・総合公共交通計画 

・公共施設等総合管理計画 

・公の施設の適正配置計画 

・空き家等対策計画 

・その他、医療・福祉・子育

て、教育分野等の計画 

上越市立地適正化計画 

 

連携 連携 

整
合
を
図
る 

【従来より都市計画と 

強い関連性のある分野】 

・交通分野の計画 

・農業分野の計画 

・防災分野の計画 

・産業分野の計画 

・環境分野の計画 

推進する 

即する 

上越市立地適正化計画を推進するための施策集 
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２．施策の内容 

⑴施策の方向性 

計画の中で示された課題に対し、５つの視点を軸に施策に取り組みます。 

⚫ 居住維持・支援の視点では、空き家、空き地対策を中心に居住を支援します。 

⚫ 都市機能の維持・支援の視点では、住環境の利便性向上やまちの賑わいを取り戻すため、

既存の施設を維持し、不足している施設を誘導します。 

⚫ 都市基盤の充実の視点では、良好な市街地形成を図ります。 

⚫ 公共交通の充実の視点では、公共交通の利便性の向上、利用促進を図ります。 

⚫ 情報発信の視点では、上記の取組と連携しながら情報発信を強化し、相乗効果を図りま

す。 

 

 

  

 

取り組むべき課題 

上越市の独自施策の方向性 

●居住施策（一部、都市機能施策含む） 

○都市機能施策 

施策の方向性 

Ⅰ 居住維持・支援 空き家・低未利用地対策 
●空き家の利活用 ●空き地・跡地対策 

居住支援策 
●居住・生活支援 ●子育て支援 

●高齢者支援 ●コミュニティ醸成 

Ⅱ 都市機能の維持・支援 都市機能整備・支援策 
○施設整備 ○民間施設 

○公的不動産の活用 

中心市街地活性化 
○にぎわい創出 ○空き店舗等活用 

Ⅲ 都市基盤の充実 良好な市街地形成 
●都市基盤整備 ●克雪対策 

●防災対策 ●公的不動産の活用 

Ⅳ 公共交通の充実 公共交通の利便性向上 
●利便性の向上 ●利用促進策 

Ⅴ 情報発信 情報提供の強化 
●情報発信 ●民間団体との連携 
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上越市立地適正化計画区域図 
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⑵実施する施策 

計画を推進するため、実施する施策は以下のとおりです。 

Ⅰ 居住維持・支援  

〇まちなか居住推進事業補助金 

 ※本補助金は高田及び直江津地区の現状や課題、目指す将来像を踏まえた支援策としてい

るため、地区ごとに補助内容が異なります。 

-----------------------------【高田・直江津地区共通】----------------------------- 

（空き家の片付け支援） 

事業概要 空き家内に残された家財道具を搬出・処分する費用の一部を補助 

補助率等 補助金（限度額20万円）＝家財道具の搬出及び処分等に要する経費の1/2 

対象区域 誘導重点区域内のまちなか居住推進地区の区域 

事業主体 対象区域内の空き家を所有（予定を含む）する人又は団体 

担当窓口 都市整備課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 居住維持・支援 ＞空き家・低未利用地対策 ＞空き家の利活用 

（空き家の購入支援） 

事業概要 若者・子育て世帯を対象に、空き家を購入する費用の一部を補助 

補助率等 

補助金（限度額100万円）＝空き家の取得（建物・土地）に要する経費の1/2 

※1 子育て世帯は限度額130万円 

※2 子育て又は移住者世帯は対象経費から※1 で算出した建物に要する補助金額を減

じた額に1/2を乗じた額を加算（他の補助金と併用する場合は加算の上限あり） 

対象区域 誘導重点区域内のまちなか居住推進地区の区域 

事業主体 

次のいずれにも該当する人 

・自己居住用として対象区域内の空き家を購入し、誘導重点区域外又は賃貸住宅から

当該空き家へ住民票を異動する予定の人 

・満４０歳未満の人がいる世帯又は子育て世帯 

担当窓口 都市整備課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 居住維持・支援 ＞空き家・低未利用地対策 ＞空き家の利活用 
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（雁木通りの街なみ形成支援） 

事業概要 
地域の特性に合わせた景観ルールを住民が定め、その景観ルールに基づいて住民が行

う修景事業費の一部を補助 

補助率等 
補助金＝修景事業費の5/6 

※雁木の整備及び修景に係る補助金の限度額は1メートルあたり30万円 

対象区域 

誘導重点区域内において、次のいずれにも該当する区域 

・まちなか居住推進地区の区域 

・景観に関する法令に基づく地区指定等が行われている区域又は行われる見込みがあ

る区域 

・上越市雁木整備事業補助金交付要綱第２条第１項により雁木の保存・活用地域とし

て指定された区域 

事業主体 対象区域内に住宅等を所有する人又は団体 

担当窓口 都市整備課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 居住維持・支援 ＞居住支援策 ＞居住・生活支援 

（空き店舗等の利活用支援） 

事業概要 
まちなかの活性化を図るため、空き店舗や空き家を活用した商業施設の出店や事務所

の開設を行う際の改装費の一部を補助 

補助率等 
改装費及び設計費の合計額:1階店舗等 1/2（限度額100万円）、2階等店舗等 1/4（限

度額50万円） 

対象区域 
誘導重点区域内において、まちなか居住推進地区に該当する区域。ただし「上越市中

心市街地における空き店舗等利用促進補助金」の対象区域を除く 

事業主体 民間事業者 

担当窓口 
産業政策課（商業・中心市街地活性化推進室） 

※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 居住維持・支援 ＞空き家・低未利用地対策 ＞空き家の利活用 

---------------------------------【高田地区限定】--------------------------------- 

（町家のリフォーム支援） 

事業概要 
安全・安心で住み心地がよい雁木町家の普及を図るため、耐震・耐火機能の向上を主

としたリフォーム費用の一部を補助 

補助率等 

補助金（限度額100万円）＝リフォーム工事費（50万円以上）の1/2 

※1 子育て世帯は限度額130万円 

※2 対象物件が空き家かつ事業主体が子育て又は移住者世帯の場合は、対象経費から

※1で算出した補助金額を減じた額に1/2を乗じた額を加算（他の補助金と併用する場

合は加算の上限あり） 

※対象区域内で公共下水道への接続工事を行う場合、接続費用の1/3（限度額30万円）を加算 

対象区域 誘導重点区域内のまちなか居住推進地区の区域 

事業主体 対象区域内に住宅等を所有する人又は団体 

担当窓口 都市整備課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 居住維持・支援 ＞居住支援策 ＞居住・生活支援 
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（町家の建替え支援） 

事業概要 
安全・安心で住み心地がよい雁木町家の普及を図るため、町家を建て替えるときの建

物解体費や隣家の外壁復旧費の一部を補助 

補助率等 

建 物 解 体 工 事：補助金（限度額100万円）＝建物解体工事費の1/2 

隣家の外壁復旧工事：補助金（限度額25万円/壁面）＝外壁復旧工事費の1/2 

※1子育て世帯は限度額130万円 

※2 対象物件が空き家かつ事業主体が子育て又は移住者世帯の場合は、対象経費から

※1で算出した補助金額を減じた額に1/2を乗じた額を加算（他の補助金と併用する場

合は加算の上限あり） 

※対象区域内で公共下水道への接続工事を行う場合、接続費用の1/3（限度額30万円）を加算 

対象区域 誘導重点区域内のまちなか居住推進地区の区域 

事業主体 対象区域内に住宅等を所有する人又は団体 

担当窓口 都市整備課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 居住維持・支援 ＞居住支援策 ＞居住・生活支援 

（お試し居住家賃支援） 

事業概要 
まちなかの暮らしを気軽に体験できるよう、町家等に賃貸で入居するための家賃の一

部を補助 

補助率等 
補助金（限度額2万円）＝月額家賃から住居手当、管理費、共益費等を除いた額の1/2 

※補助期間の上限は1年間 

対象区域 誘導重点区域内のまちなか居住推進地区の区域 

事業主体 他の公的制度による家賃助成を期間重複して受けていない人 

担当窓口 都市整備課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 居住維持・支援 ＞空き家・低未利用地対策 ＞空き家の利活用 

（空き家の賃貸用リフォーム支援） 

事業概要 空き家を賃貸物件として活用するためのリフォーム費用の一部を補助 

補助率等 

補助金（限度額70万円）＝リフォーム工事費（50万円以上）の1/2 

※町家の場合、補助金限度額100万円 

※対象区域内で公共下水道への接続工事を行う場合、接続費用の1/3（限度額30万円）を加算 

対象区域 誘導重点区域内のまちなか居住推進地区の区域 

事業主体 対象区域内に空き家を所有する人又は団体 

担当窓口 都市整備課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 居住維持・支援 ＞空き家・低未利用地対策 ＞空き家の利活用 

  



 

施策集７ 
 

--------------------------------【直江津地区限定】--------------------------------- 

（住宅のリフォーム支援） 

事業概要 
子育て世帯が末長く住み続けられるよう、耐震・耐火機能の向上を主としたリフォー

ム費用の一部を補助 

補助率等 

補助金（限度額130万円）＝リフォーム工事費（50万円以上）の1/2 

※1 限度額130万円 

※2 対象物件が空き家かつ事業主体が子育て又は移住者世帯の場合は、対象経費から

※1で算出した補助金額を減じた額に1/2を乗じた額を加算（他の補助金と併用する場

合は加算の上限あり） 

※対象区域内で公共下水道への接続工事を行う場合、接続費用の1/3（限度額30万円）を加算 

対象区域 誘導重点区域内のまちなか居住推進地区の区域 

事業主体 対象区域内に住宅等を所有する子育て世帯 

担当窓口 都市整備課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 居住維持・支援 ＞居住支援策 ＞居住・生活支援 

（住宅兼店舗等水回り改修支援） 

事業概要 
住宅兼店舗等の空き店舗部分の利活用を図るため、住宅部分と店舗部分の分離に係る

水回り改修費の一部を補助 

補助率等 補助金（限度額100万円）＝住宅部分と店舗部分の分離に係る水回り改修費の1/2 

対象区域 誘導重点区域内のまちなか居住推進地区の区域 

事業主体 対象区域内に空き店舗等を所有する人 

担当窓口 都市整備課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 居住維持・支援 ＞空き家・低未利用地対策 ＞空き家の利活用 

（隣地統合支援） 

事業概要 隣地を取得し、隣地と敷地を統合する際、既存住宅等の解体費の一部を補助 

補助率等 

補助金（限度額100万円）＝建物解体工事費の1/2 

※1限度額100万円 

※2 対象物件が空き家かつ事業主体が子育て又は移住者世帯の場合は、対象経費から

※1で算出した補助金額を減じた額に1/2を乗じた額を加算（他の補助金と併用する場

合は加算の上限あり） 

※3敷地統合後の敷地内で住宅新築工事を行う場合、新築工事費の1/2、限度額100万円

（子育て世帯は限度額200万円）を加算 

※4敷地統合後の敷地内の宅盤高さ調整のため、擁壁設置工事を行う場合、設置工事費

の1/2、限度額50万円を加算 

※5対象区域内で公共下水道への接続工事を行う場合、接続費用の1/3（限度額30万円）を加算 

対象区域 誘導重点区域内のまちなか居住推進地区の区域 

事業主体 自己居住用のために隣地統合する人 

担当窓口 都市整備課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 居住維持・支援 ＞居住支援策 ＞居住・生活支援 

----------------------------------------------------------------------------------  
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○空き家定住促進利活用補助金 

事業概要 
空き家の有効活用による地域の活性化及び市への移住定住者の増加を図るため、空き

家のリフォーム費用の一部を補助 

補助率等 

補助金（限度額50万円）＝入居前修繕費（20万円以上）の1/3 

※対象区域内への移住者は、上記金額に10万円を加算 

（その他、子育て世帯や県外からの移住者の加算もあり） 

※対象区域内で公共下水道への接続工事を行う場合、接続費用の1/3（限度額30万円）を加算 

対象区域 誘導重点区域内 

事業主体 市外からの移住者で、空き家を購入（見込みを含む）した人 

担当窓口 建築住宅課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 居住維持・支援 ＞空き家・低未利用地対策 ＞空き家の利活用 

○定住促進生家等利活用補助金 

事業概要 
生家等を有効活用することにより、地域の活性化及び市への移住定住者の増加を図る

ため、生家のリフォーム費用の一部を補助 

補助率等 

補助金（限度額50万円）＝修繕費（20万円以上）の1/3 

※対象区域内への移住者は、上記金額に10万円を加算 

（その他、子育て世帯や県外からの移住者の加算もあり） 

※対象区域内で公共下水道への接続工事を行う場合、接続費用の1/3（限度額30万円）を加算 

対象区域 誘導重点区域内 

事業主体 自分や親の生家等への市外からの移住者や市内転居者 

担当窓口 建築住宅課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 居住維持・支援 ＞空き家・低未利用地対策 ＞空き家の利活用 

○上越市住宅リフォーム促進事業（連たん家屋防火対策枠） 

事業概要 
災害に強いまちづくりを推進し、建物密集地における延焼火災の被害の減少を図るた

め、連たん家屋の防火対策に関するリフォーム費用の一部を補助 

補助率等 

補助金（限度額100万円）＝対象工事費（4万円以上）の1/2 

対象工事：外壁の屋外側、屋内側を防火構造に準じた仕上げとする工事などの防火対

策工事 

対象区域 準防火地域内 

事業主体 
市内に連たん家屋を所有し、かつ居住している人、または防火対策工事後に市内の連

たん家屋に定住する人 

担当窓口 建築住宅課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 都市基盤の充実 ＞良好な市街地形成 ＞防災対策 

  



 

施策集９ 
 

○上越市移住定住応援住宅取得費補助金 

事業概要 
若者や子育て世代の本市への移住及び定住を促進し、地域の活力向上を図るため、住

宅を取得する移住者に対し、費用の一部を補助 

補助率等 

新築、建売住宅の購入：40万円（定額） 中古住宅の購入：20万円（定額） 

※子育て世帯は上記金額に10万円を加算 

（その他、中山間地域への移住者には10万円を加算） 

※下記対象区域内で中古住宅を取得する子育て世帯や県外からの移住者に、最大30万

円を加算 

対象区域 居住誘導区域、都市機能誘導区域、誘導重点区域 

事業主体 市外からの移住者で、市内で住宅を取得する人 

担当窓口 多文化共生課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 居住維持・支援 ＞居住支援策 ＞居住・生活支援 

○低未利用土地権利設定等促進計画 

制度概要 

低未利用土地の地権者等と利用希望者とを行政が能動的にコーディネートし、所有権

にこだわらず複数の土地や建物に一括して利用権等を設定する計画を必要に応じて

市が作成 

対象区域 誘導重点区域内 

対 象 者 対照区域内の土地、建物及び土地に定着する物件の権利を有する者 

低未利用土地権 

利設定等促進事 

業に関する事項 

促進すべき権利設定等の種類：所有権、地上権、賃借権等 

立地を誘導すべき誘導施設等：住宅又は都市機能誘導施設の立地等 

支援措置 

■低未利用土地権利設定等促進計画に基づき取得する不動産の所有権等の移転登記

等に対する登録免許税の税率を軽減する措置。 

①所有権の移転登記1,000分の10（本則1,000分の20） 

②地上権等の設定登記等1,000分の5（本則1,000分の10） 

■低未利用土地権利設定等促進計画に基づき取得する居住誘導区域又は都市機能誘

導区域内にある一定の土地に係る不動産取得税について、当該不動産の価格の5分の1

に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置。 

担当窓口 都市整備課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 居住維持・支援 ＞空き家・低未利用地対策 ＞空き家の利活用、空き地・跡地対策 

  



 

施策集１０ 
 

○立地誘導促進施設協定 

制度概要 

低未利用地等を活用した、地域の利便増進に寄与する施設の整備を促進するため、必

要に応じて土地所有者等が全員の合意により、立地誘導促進施設の一体的な整備又は

管理する協定を締結（所有者等が変わっても協定の効力は承継される） 

対象区域 居住誘導区域又は都市機能誘導区域内 

対 象 者 一団の土地の所有者及び借地権等を有する者 

立地誘導 

促進施設 

の一体的 

な整備又 

は 管 理 

それぞれの地域において必要とされる住宅又は誘導施設の立地の誘導の促進等に資

する施設等（レクリエーションの用に供する広場、地域における催しに関する情報を

提供するための広告塔、良好な景観の形成又は風致の維持に寄与する並木その他誘導

区域における居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって、居

住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の

促進に資するもの。）を安定的に運営し、地域における継続的な賑わいや魅力的な居

住環境の創出等につなげる整備又は管理を行うもの。 

支援措置 

■都市再生推進法人が協定（有効期間が5年以上）の目的となる土地を所有し、又は無

償で借り受けて施設を管理する場合には、その用に供する土地及び償却資産に係る固

定資産税及び都市計画税について、課税標準を最初の3年間（協定の有効期間が10年以

上のものは最初の5年間）価格の3分の2とする措置。 

■市が協定区域隣接地の土地所有者等に協定への参加を働きかけるよう、協定締結者

が市に対して要請することができる。 

担当窓口 都市整備課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 居住維持・支援 ＞空き家・低未利用地対策 ＞空き家の利活用、空き地・跡地対策 

○雁木整備事業補助金 

事業概要 
雁木をいかしたまちづくりを実現するため、雁木の保存を行う人及び団体に対し、予

算の範囲内で雁木整備に係る経費の一部を補助 

補助率等 

補助金（限度額70万円）＝雁木整備に係る経費の1/2 

※子育て世帯や県外からの移住者が特定区域の空き家を改修する場合は、雁木整備に

係る経費の3/4以内、限度額140万円 

対象区域 
連たんする雁木が存する地域で、雁木の保存・活用地域として指定され、雁木の保存・

活用に関する地域の任意協定を定めている地域 

事業主体 
対象地域に住所を有する人若しくは事務所を有する法人その他の団体又はその地域

に土地や建築物を有する人及び法人その他の団体 

担当窓口 文化振興課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 居住維持・支援 ＞居住支援策 ＞居住・生活支援 

  



 

施策集１１ 
 

Ⅱ 都市機能の維持・支援  

○都市構造再編集中支援事業 

事業概要 
立地適正化計画に基づき、市や民間事業者等が行う都市機能や居住環境の向上に資す

る公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取組等に対して国から支援を受ける 

補助率等 国費率：対象事業費の1/2（都市機能誘導区域内）、45%（都市機能誘導区域外） 

対象区域 
立地適正化計画の都市機能誘導区域内及び居住誘導区域内に定められた都市再生整

備計画区域内 

事業主体 上越市・民間事業者 

担当窓口 都市整備課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 都市機能の維持・支援 ＞都市機能整備・支援策 ＞施設整備 

○上越妙高駅周辺地区商業地域企業設置等奨励金 

事業概要 
指定する施設を新設する事業者に取得した固定資産税相当額（土地を除く）に次の割

合を乗じた奨励金を交付 

補助率等 
奨励金の交付割合 第1年度:100/100、第2年度:60/100、第3年度:40/100 

※限度額は1施設あたり年500万円 

対象区域 都市機能誘導区域内（上越妙高駅周辺地区商業地域） 

事業主体 民間事業者 

担当窓口 交通政策課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 都市機能の維持・支援 ＞都市機能整備・支援策 ＞民間施設 

○上越妙高駅周辺地区商業地域レンタルオフィス・サポート事業補助金 

事業概要 賃貸オフィスへ新たに入居する企業に対して、家賃の一部を3年間補助 

補助率等 補助金の交付割合 1年目:1/2、2年目:1/3、3年目:1/4 ※限度額は年100万円 

対象区域 都市機能誘導区域内（上越妙高駅周辺地区商業地域） 

事業主体 民間事業者 

担当窓口 交通政策課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 都市機能の維持・支援 ＞都市機能整備・支援策 ＞民間施設 

○上越妙高駅周辺地区商業地域建築資金借入利子前払事業補助金 

事業概要 
指定施設を新設する事業者が金融機関から融資を受ける場合に、建物の建築資金の借

入利子相当額を補助 

補助率等 

補助金額＝利子支払額（最大10年）×（5億円÷借入額（5億円未満の場合は5億円））

×（1％÷借入利率（1％未満の場合は1％）） 

※補助対象融資額の上限は5億円（5億円を超える場合の補助対象は5億円まで） 

※補助対象融資期間は1年～10年（10年を超える場合の補助対象期間は10年まで） 

対象区域 都市機能誘導区域内（上越妙高駅周辺地区商業地域） 

事業主体 民間事業者 

担当窓口 交通政策課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 都市機能の維持・支援 ＞都市機能整備・支援策 ＞民間施設 



 

施策集１２ 
 

○上越市中心市街地における空き店舗等利用促進補助金 

事業概要 
中心市街地の活性化を図るため、空き店舗や空き家を活用した商業施設の出店や事務

所の開設を行う際に改装費の一部を補助 

補助率等 
改装費及び設計費の合計額: 

1階店舗等 1/2（限度額100万円）、2階等店舗等 1/4（限度額50万円） 

対象区域 
誘導重点区域内（本町三丁目から七丁目、大町五丁目、中央一丁目から三丁目、住吉

町、西本町一丁目から三丁目） 

事業主体 民間事業者 

担当窓口 
産業政策課（商業・中心市街地活性化推進室） 

※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 都市機能の維持・支援 ＞中心市街地活性化 ＞空き店舗等活用 

○空き店舗等利用促進補助金 

事業概要 
商業地の活性化を図るため、空き店舗や空き家を活用した商業施設の出店や事務所の

開設を行う際に改装費の一部を補助 

補助率等 
改装費及び設計費の合計額: 

1階店舗等 1/2（限度額100万円）、2階等店舗等 1/4（限度額50万円） 

対象区域 居住誘導区域内（大潟区潟町の一部、大潟区四ツ屋浜の一部、大潟区土底浜の一部） 

事業主体 民間事業者 

担当窓口 
産業政策課（商業・中心市街地活性化推進室） 

※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 都市機能の維持・支援 ＞都市機能整備・支援策＞民間施設 

Ⅲ 都市基盤の充実  

○上越市まちなか高度利用整備事業補助金 

事業概要 

従来のまちの賑わい・活力等を取り戻すため、国の補助制度を活用し、宅地の供給や

マンションの建設、生活に必要な病院やデイサービスセンター・学校・商業施設等を

整備する民間事業者に対し、整備費用を補助 

補助率 対象事業費の1/3～2/3 

対象区域 
誘導重点区域内（都市機能誘導施設整備を伴う場合は、都市機能誘導区域内）で、か

つ、国の補助要件を満たす区域 

事業主体 民間事業者 

担当窓口 都市整備課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 都市基盤の充実 ＞良好な市街地形成 ＞都市基盤整備 

  



 

施策集１３ 
 

Ⅳ 公共交通の充実  

○バス交通ネットワークの再編 

事業概要 
利便性向上を図るため、直江津、春日山、高田、上越妙高駅を結ぶ主要幹線のダイヤ

改善など、バス交通ネットワークを再編 

対象区域 居住誘導区域内 

事業主体 民間事業者 

担当窓口 交通政策課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 公共交通の充実 ＞公共交通の利便性向上 ＞利便性向上 

○通学100円バスの運行 

事業概要 
通学時における対象区域内の路線バスの利用促進を図るため、直江津駅や高田駅から

高等学校等の付近までの運賃を1乗車100円で運行 

対象区域 居住誘導区域内 

事業主体 民間事業者 

担当窓口 交通政策課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 公共交通の充実 ＞公共交通の利便性向上 ＞利用促進策 

○高校生等通学定期券購入費補助金 

事業概要 
市内公共交通の利用促進と活性化を図るため、高校生等及び大学生等の通学定期券子

入費の一部を補助 

補助率 

上越市内に住所を有し、通学定期券を購入して、高等学校及び大学等に通学している

人で次の①又は②のいずれかを満たす人 

①1か月当たり1万円を超える通学定期券を、年度内に累計で6か月分以上利用した人

…年額1万円 

②1か月当たり2万円を超える通学定期券を、年度内に累計で6か月分以上  利用した

人…年額2万円 

対象区域 全市 

事業主体 上越市 

担当窓口 交通政策課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 公共交通の充実 ＞公共交通の利便性向上 ＞利用促進策 

○バスロケーションシステム 

事業概要 
スマートフォンまたはパソコンからウェブサイトに接続することで、バスの位置情報

やバス停ごとの時刻表を確認できる「上越バスロケーションシステム」を運用 

対象区域 居住誘導区域内（市内34路線） 

事業主体 民間事業者 

担当窓口 交通政策課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 公共交通の充実 ＞公共交通の利便性向上 ＞利用促進策 

  



 

施策集１４ 
 

○鉄道事業者への支援 

事業概要 
市民の通学や通勤、買い物などの移動手段である在来鉄道の安全で安定した運行を維

持するため、鉄道事業者を支援 

対象区域 全市 

事業主体 民間事業者 

担当窓口 交通政策課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 公共交通の充実 ＞公共交通の利便性向上 

Ⅴ 情報発信  

○高田・直江津まちなか出店サポート情報 

事業概要 
直江津地区と高田地区の中心市街地の活性化を図るため、空き店舗情報をホーム

ページで公開し、商店等の出店を促進 

対象区域 誘導重点区域内 上越市中心市街地（高田地区・直江津地区） 

事業主体 上越市中心市街地活性化協議会 

担当窓口 
産業政策課（商業・中心市街地活性化推進室） 
※詳細は担当窓口にお問い合わせください。（http://akitenpo.honcho.jp/） 

カテゴリ 情報発信＞情報提供の強化 ＞情報発信 

○上越市まちなか居住推進事業（空き家マッチング制度） 

事業概要 
空き家の有効活用とまちなかの定住を促進するため、市、町内会、NPO団体等が連携

し、まちなかにある空き家の所有者と利活用希望者をマッチングする制度 

対象区域 誘導重点区域内 

事業主体 上越市 

担当窓口 都市整備課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 情報発信＞情報提供の強化 ＞情報発信 

○上越市空き家情報バンク制度 

事業概要 
空き家の有効活用と市外からの定住を促進するため、市内にある空き家情報を市のホ

ームページで公開 

対象区域 全市 

事業主体 （公社）新潟県宅地建物取引業協会、（公社）全日本不動産協会新潟県本部 

担当窓口 建築住宅課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

カテゴリ 情報発信＞情報提供の強化 ＞情報発信 

○市有財産遊休地情報の発信 

事業概要 
売払い及び貸付けが可能な市有財産を市のホームページで公開し、積極的な利活用を

図るもの 

対象区域 全市 

事業主体 上越市 

担当窓口 
資産活用課 ※詳細は担当窓口にお問い合わせください。 

（https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/zaisan/） 

カテゴリ 情報発信＞情報提供の強化 ＞情報発信 

http://akitenpo.honcho.jp/


 

施策集１５ 
 

（参考）都市再構築戦略事業の概要 

 

○都市再構築戦略事業（直江津地区） ※平成30年度完了 

事業 事業箇所名 事業主体 規模 

中心拠点誘導施設 新水族博物館整備事業 上越市 延床 A=8,440m2 

中央保育園改築事業 上越市 延床 A=2,022m2 

道路 市道三交直江津五智環状線 上越市 L=328m 

市道水族館五智二丁目線 上越市 L=127m 

市道水族館大通り線 上越市 L=160m 

市道中央線 上越市 L=200m 

公園 海浜公園整備事業 上越市 A=4,000㎡（施設整備） 

地域生活基盤施設 観光案内看板整備事業 上越市 大型看板1基、道標15基 

既存建造物活用事業 旧直江津銀行活用促進事業 上越市 A=149㎡ 

優良建築物等整備事業 直江津駅前市有地利活用事業 上越市 A=13,292㎡ 

 

 

 

  

市道三交直江津五智二丁目線  

新水族博物館整備事業 

直江津駅前市有地利活用事業 



 

施策集１６ 
 

○都市再構築戦略事業（高田地区） ※平成29年度完了 

事業 事業箇所名 事業主体 規模 

中心拠点誘導施設 上越高等学校改築事業 民間 延床 7,750m2 

既存建造物活用事業 

（中心拠点誘導施設） 

総合博物館整備事業 上越市 延床 1,260.77m2 

高次都市施設 厚生産業会館整備事業 

（市民交流施設高田公園オーレンプラザ） 

上越市 延床 4,997.80m2 

道路 市道高田公園球場線 上越市 W=10.5m、L=581m 

公園 高田公園（陸上競技場） 上越市 メインスタンド、トラック舗装ほか 

高田公園（桜植替え） 上越市 80本 

高田公園（広場及び駐車場） 上越市 A=18,000m2 

高田公園（野球場） 上越市 両翼拡張 L=5m、サブスタンドほか 

高田公園（駐車場） 上越市 A=5,100m2 

下水道 上越市公共下水道事業 上越市 L=330m 

地域生活基盤施設 高田公園情報板整備事業 上越市 25基 

高質空間形成施設 寺町公衆トイレ整備事業 上越市 2棟 

高田駅前雁木整備事業 上越市 L=52.4mm 

 

 

  

総合博物館 

高田駅前雁木 



 

施策集１７ 
 

⑶誘導重点区域における重点的な取組 

○上越市まちなか居住推進事業 

上越市まちなか居住推進事業は、誘導重点区域として設定した高田地区、直江津地区のまちな

かに「これからも住み続けたい」「新たに住んでみたい」「また訪れたい」と思う人が自然に集

まるまちを目指す新たなまちづくりとして、地域と民間事業者、行政が協働で進める取組です。 

今住んでいる方に加えて、新たに住む方など、まずは定住人口を増やしていくために、空き家

の利活用や狭い道路の解消など、「住環境・都市基盤強化」を進めていきます。 

 

【高田地区における取組状況】 

令和2年度に地域住民主体のワークショップでまちの課題や将来像等について話し合い、令和3年

度は課題解決に向けたモデル事業の制度設計等を行い、令和4年度から令和5年度に空き家等の利活

用、良好な住環境の整備、まちの魅力向上等に係る各支援策をモデル地区内で試行的に実施しまし

た。令和6年度以降は、事業目的や協働のまちづくりの理念を誘導重点区域全体で深めるとともに、

狭あい道路などの都市基盤の根幹的な課題解決に向けた取り組みを実施していきます。 

【直江津地区における取組状況】 

令和3年度に対象町内会へのヒアリングや協議によりモデル地区を選定し、令和4年度はモデル

地区において具体的な事業検討を行いました。令和5年度から令和6年度に空き家等の利活用、良

好な住環境の整備、まちの魅力向上等に係る各支援策をモデル地区内で試行的に実施しました。

令和7年度以降は、事業目的や協働のまちづくりの理念を誘導重点区域全体で深め、課題解決に向

けた取り組みを実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

施策集１８ 
 

３．進捗の管理 

⑴目標値に対する段階的目標値の設定 

計画では、目標年次である令和16年の誘導重点区域における人口密度の目標値を80人/haに設定

しています。これに対して、施策全体の有効性を確認するための段階的目標値を以下の通り設定

します。 

 

誘導重点区域の人口密度（単位：人／ｈａ） 

 
基準値 

【平成27年】 

段階的目標値（実績値） 

【令和2年】 

段階的目標値 

【令和10年】 

高田地区 60.2 59.4（54.9） 67.1 

直江津地区 68.3 64.9（63.7） 69.2 

 

 

資料：国勢調査資料より作成  
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施策集１９ 
 

⑵指標項目の設定 

施策全体の有効性を確認するため、以下のとおり指標項目を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑶指標項目の段階的目標値の設定 

指標項目ごとの段階的目標値を以下の通り設定します。 

① 誘導重点区域内の人口の社会動態 

 基準値(H27) 中間実績値(R2) 段階的目標値(R10) 備考 

高田地区 －47人 ＋ 2人 転出超過の抑制  

直江津地区 －90人 ＋43人 転出超過の抑制  

  ※数値は、上越市創造行政研究所調べ。集計期間は前年10月～9月末の1年間 

② 誘導重点区域内の事業所数（民間小売業、卸売業） 

 基準値(H26) 中間実績値(R3) 段階的目標値(R10) 備考 

高田地区 269事業所 218事業所 維持  

直江津地区 178事業所 140事業所 維持  

  ※数値は、平成26年経済センサス‐基礎調査及び令和3年経済センサス‐活動調査 

③ 公共交通の利用者数（一日平均乗車人員） 

 基準値(H27) 中間実績値(R2) 段階的目標値(R10) 備考 

高田駅 2,162人 1,875人 維持  

直江津駅 1,778人 1,128人 維持  

  ※数値は、鉄道事業者公表値。  

Ⅰ居住維持・支援 

Ⅱ都市機能の維持・支援 

Ⅲ都市基盤の充実 

Ⅳ公共交通の充実 

Ⅴ情報発信 

①誘導重点区域内の人口の社会動態 

②誘導重点区域内の事業所数 

③公共交通の利用者数 

指 標 



 

施策集２０ 
 

⑷進捗管理の実施 

ＰＤＣＡサイクルの考えに基づき、施策の進捗管理を実施します。 

 

Ｄ

ＣＡ

Ｐ

Ｐｌａｎ（計画）
● 施策の策定

Ｄｏ（実行）
● 市民による施策の活用
● 事業者による施策の活用
● 行政機関による施策の推進

市民 事業者 行政機関

Ｃｈｅｃｋ（点検）

● 定期的に指標を確認し、施策の有効性を
確認

● 市民、事業者からヒアリング

市民 事業者 行政機関

Ａｃｔ（評価・改善）
● Check（点検）に基づき施策の改善

行政機関

行政機関



 

 

 

 

 

 

上越市立地適正化計画を推進するための施策集 

 
平成２９年 ３月策定 

平成３０年 ９月改訂 

平成３１年 ４月改訂 

令和 ２年 ４月改訂 

令和 ３年 ４月改訂 

令和 ３年 ７月改訂 

令和 ４年 ４月改訂 

令和 ５年 ４月改訂 

令和 ６年 ４月改訂 

令和 ７年 ４月改訂 

令和 ８年 ４月改訂 
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